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ＥＴＦの受益権分割にかかる投資信託約款の変更に関するお知らせ

 当社は本日、以下のファンドの受益権分割にかかる投資信託約款の変更に関し、下記のと

おり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

１．銘柄名（コード）

ａ． ＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信 （2558） 
ｂ． ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 （2559） 

２．変更の理由

最小取引単位の引き下げによる投資家取引の利便性向上のため

３．変更の内容

・証券保管振替機構が定める受益権分割にかかる約款規定の追加

・2026 年 6 月 8 日の最終受益者名簿に記載された受益者の有する受益権口数 1 口につ

き 10 口の割合をもって受益権を分割 
・その他付随変更（当初元本の明確化、信託契約解約事由（口数）変更等）

※詳細は別添の新旧対照表をご参照ください。

※受益権分割に伴う証券取引所における売買単位（1 口）および基準価額の表示単位（1
口）の変更はありません。



【ご参考】分割により増加する受益権口数 
 Ｓ＆Ｐ５００ オール・カントリー 
分割前の発行済み受益権総口数 3,316,700 口 3,277,900 口 
分割により増加する口数 29,850,300 口 29,501,100 口 
分割後の発行済み受益権総口数 33,167,000 口 32,779,000 口 
※上記は 2025 年 11 月 28 日時点での数値を記載しています。実際の口数とは異なる

場合があります。 
 

４．日程 
【受益権分割および投資信託約款の変更】 

2026 年 3 月 6 日まで 金融庁届出日 
2026 年 3 月 7 日 変更日①（証券保管振替機構「株式等振替制度に係る業務処理要

領」に基づく規定追記） 
2026 年 6 月 8 日 受益権分割基準日 
2026 年 6 月 9 日 受益権分割効力発生日 

変更日②（受益権分割にかかる付随変更（当初元本の明確化、信

託契約解約事由（口数）変更等）） 
 
【設定および一部解約の受付停止】 

受益権分割の実施に伴い 2026 年 6 月 5 日および 6 月 8 日は設定および一部解約の受

付を停止いたします。 
※2026 年 6 月 2 日から 6 月 4 日までの間は、ファンドの申込受付停止日のため設定・

一部解約の受付は行えませんのでご留意ください。 
※東京証券取引所を通じた対象 ETF の売買を停止するものではありません。 
※東京証券取引所における売買については 6 月 5 日より、受益権分割を反映した価格

でお取引いただくこととなりますので、お取引の際はご留意ください。 
 
５．変更に関する書面決議の方法及び期日 

上記変更につきましては、「投資信託及び投資法人に関する法律」に規定される「変更

の内容が重大なもの」に該当しないため、書面決議は行いません。 
 
  



 

投資信託約款の新旧対照表 
 

ＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信 

 

 
変更後（新） 変更前（旧） 

（受益権の分割、再分割および併合） 

第８条 （略） 

② 委託者は、受託者と合意のうえ、社

債、株式等の振替に関する法律（以

下「社振法」といいます。）に定める

ところにしたがい、一定日現在の受

益権を均等に再分割または併合する

ことができます。 

③ 前項の規定により委託者は、受益

権の再分割または併合を行う場合に

は、振替機関（社振法第２条に規定

する「振替機関」をいい、以下「振替

機関」といいます。）の定めにしたが

い、次の各号の通り行います。 
１．受益権の再分割または併合に係

る増加比率または減少比率の乗

算対象は、受益者（加入者）ごと

の口数とします。ただし、質権が

設定されている場合には質権設

定者ごと、特別受益者の申出が行

われている場合には特別受益者

ごとの口数とします。 
２．受益権の再分割または併合に際

し１口に満たない端数が生じる

場合、その端数部分を受益者ごと

に合算し、整数部分を当該受益者

の口座に記録します。 
３．前号により生じる端数部分につ

（受益権の分割および再分割） 

第８条 （略） 

② 委託者は、受託者と合意のうえ、一

定日現在の受益権を均等に再分割で

きます。 

 

 

 

＜新設＞ 



変更後（新） 変更前（旧） 

いては、他の受益者から生じる端

数部分と合算のうえ、整数部分を

委託者が振替機関に届け出た口

座に記録し、端数部分については

切り捨てます。 
４．前号により委託者が振替機関に

届け出た口座に記録された口数

については、換価処分の上、当該

端数部分の持分に応じて受益者

に分配します。 
５．委託者は受益権の取得申込みの

受付けおよび一部解約の実行請

求の受付けについて制限を行う

場合があります。 
（受益権の帰属と受益証券の不発行） 

第11条 この信託のすべての受益権は、社

振法の規定の適用を受けることと

し、受益権の帰属は、委託者があらか

じめこの信託の受益権を取り扱うこ

とについて同意した一の振替機関お

よび当該振替機関の下位の口座管理

機関（社振法第２条に規定する「口座

管理機関」をいい、振替機関を含め、

以下「振替機関等」といいます。）の

振替口座簿に記載または記録される

ことにより定まります（以下、振替口

座簿に記載または記録されることに

より定まる受益権を「振替受益権」と

いいます。）。 

 

 

 

 

② （略） 

③ 委託者は、第８条第１項の規定に

（受益権の帰属と受益証券の不発行） 

第11条 この信託のすべての受益権は、社

債、株式等の振替に関する法律（以下

「社振法」といいます。）の規定の適

用を受けることとし、受益権の帰属

は、委託者があらかじめこの信託の

受益権を取り扱うことについて同意

した一の振替機関（社振法第２条に

規定する「振替機関」をいい、以下「振

替機関」といいます。）および当該振

替機関の下位の口座管理機関（社振

法第２条に規定する「口座管理機関」

をいい、振替機関を含め、以下「振替

機関等」といいます。）の振替口座簿

に記載または記録されることにより

定まります（以下、振替口座簿に記載

または記録されることにより定まる

受益権を「振替受益権」といいま

す。）。 

② （略） 

③ 委託者は、第８条の規定により分



変更後（新） 変更前（旧） 

より分割された受益権について、振

替機関等の振替口座簿への新たな記

載または記録をするため社振法に定

める事項の振替機関への通知を行う

ものとします。振替機関等は、委託者

から振替機関への通知があった場

合、社振法の規定にしたがい、その備

える振替口座簿への新たな記載また

は記録を行います。 

割された受益権について、振替機関

等の振替口座簿への新たな記載また

は記録をするため社振法に定める事

項の振替機関への通知を行うものと

します。振替機関等は、委託者から振

替機関への通知があった場合、社振

法の規定にしたがい、その備える振

替口座簿への新たな記載または記録

を行います。 

（受益権の申込単位および価額） 

第13条～④（略） 

⑤ 第１項の場合の受益権の価額は、

取得申込みの受付日の翌営業日の基

準価額とします。ただし、取得日が信

託契約締結日である場合の受益権の

価額は、１口につき10,000円としま

す。なお、2026年６月８日現在の受益

権を１対10の割合で再分割してお

り、１口当たりの当初元本額は1,000

円です。 

（以下、略） 

（受益権の申込単位および価額） 

第13条～④（略） 

⑤ 第１項の場合の受益権の価額は、

取得申込みの受付日の翌営業日の基

準価額とします。ただし、取得日が信

託契約締結日である場合の受益権の

価額は、１口につき10,000円としま

す。 

 

 

 

（以下、略） 

（信託契約の一部解約） 

第48条～⑩ （略） 

⑪ 委託者は、信託契約の一部を解約

することにより、2023年１月10日以

降に受益権の口数が100万口を下回

ることとなった場合には、受託者と

合意のうえ、この信託契約を解約し、

信託を終了させることができます。

この場合において、委託者は、あらか

じめ、解約しようとする旨を監督官

庁に届け出ます。 

（以下、略） 

（信託契約の一部解約） 

第48条～⑩ （略） 

⑪ 委託者は、信託契約の一部を解約

することにより、2023年１月10日以

降に受益権の口数が10万口を下回る

こととなった場合には、受託者と合

意のうえ、この信託契約を解約し、信

託を終了させることができます。こ

の場合において、委託者は、あらかじ

め、解約しようとする旨を監督官庁

に届け出ます。 

（以下、略） 

※第 8 条および第 11 条は 2026 年 3 月 7 日、第 13 条および第 48 条は同年 6 月 9 日を変

更の適用日とする。 



ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 

 
変更後（新） 変更前（旧） 

（受益権の分割、再分割および併合） 

第８条 （略） 

② 委託者は、受託者と合意のうえ、社

債、株式等の振替に関する法律（以

下「社振法」といいます。）に定める

ところにしたがい、一定日現在の受

益権を均等に再分割または併合する

ことができます。 

③ 前項の規定により委託者は、受益

権の再分割または併合を行う場合に

は、振替機関（社振法第２条に規定

する「振替機関」をいい、以下「振替

機関」といいます。）の定めにしたが

い、次の各号の通り行います。 

１．受益権の再分割または併合に係

る増加比率または減少比率の乗

算対象は、受益者（加入者）ごと

の口数とします。ただし、質権が

設定されている場合には質権設

定者ごと、特別受益者の申出が行

われている場合には特別受益者

ごとの口数とします。 

２．受益権の再分割または併合に際

し１口に満たない端数が生じる

場合、その端数部分を受益者ごと

に合算し、整数部分を当該受益者

の口座に記録します。 

３．前号により生じる端数部分につ

いては、他の受益者から生じる端

数部分と合算のうえ、整数部分を

委託者が振替機関に届け出た口

座に記録し、端数部分については

切り捨てます。 

（受益権の分割および再分割） 

第８条 （略） 

② 委託者は、受託者と合意のうえ、一

定日現在の受益権を均等に再分割で

きます。 

 

 

 

＜新設＞ 

 



変更後（新） 変更前（旧） 

４．前号により委託者が振替機関に

届け出た口座に記録された口数

については、換価処分の上、当該

端数部分の持分に応じて受益者

に分配します。 

５．委託者は受益権の取得申込み

の受付けおよび一部解約の実行請

求の受付けについて制限を行う場

合があります。 
（受益権の帰属と受益証券の不発行） 

第11条 この信託のすべての受益権は、社

振法の規定の適用を受けることと

し、受益権の帰属は、委託者があらか

じめこの信託の受益権を取り扱うこ

とについて同意した一の振替機関お

よび当該振替機関の下位の口座管理

機関（社振法第２条に規定する「口座

管理機関」をいい、振替機関を含め、

以下「振替機関等」といいます。）の

振替口座簿に記載または記録される

ことにより定まります（以下、振替口

座簿に記載または記録されることに

より定まる受益権を「振替受益権」と

いいます。）。 

 

 

 

 

② （略） 

③ 委託者は、第８条第１項の規定に

より分割された受益権について、振

替機関等の振替口座簿への新たな記

載または記録をするため社振法に定

める事項の振替機関への通知を行う

ものとします。振替機関等は、委託者

から振替機関への通知があった場

（受益権の帰属と受益証券の不発行） 

第11条 この信託のすべての受益権は、社

債、株式等の振替に関する法律（以下

「社振法」といいます。）の規定の適

用を受けることとし、受益権の帰属

は、委託者があらかじめこの信託の

受益権を取り扱うことについて同意

した一の振替機関（社振法第２条に

規定する「振替機関」をいい、以下「振

替機関」といいます。）および当該振

替機関の下位の口座管理機関（社振

法第２条に規定する「口座管理機関」

をいい、振替機関を含め、以下「振替

機関等」といいます。）の振替口座簿

に記載または記録されることにより

定まります（以下、振替口座簿に記載

または記録されることにより定まる

受益権を「振替受益権」といいま

す。）。 

② （略） 

③ 委託者は、第８条の規定により分

割された受益権について、振替機関

等の振替口座簿への新たな記載また

は記録をするため社振法に定める事

項の振替機関への通知を行うものと

します。振替機関等は、委託者から振

替機関への通知があった場合、社振



変更後（新） 変更前（旧） 

合、社振法の規定にしたがい、その備

える振替口座簿への新たな記載また

は記録を行います。 

法の規定にしたがい、その備える振

替口座簿への新たな記載または記録

を行います。 

（受益権の申込単位および価額） 

第13条～④ （略） 

⑤ 第１項の場合の受益権の価額は、

取得申込みの受付日の翌営業日の基

準価額とします。ただし、取得日が信

託契約締結日である場合の受益権の

価額は、１口につき10,000円としま

す。なお、2026年６月８日現在の受益

権を１対10の割合で再分割してお

り、１口当たりの当初元本額は1,000

円です。 

（以下、略） 

（受益権の申込単位および価額） 

第13条～④ （略） 

⑤ 第１項の場合の受益権の価額は、

取得申込みの受付日の翌営業日の基

準価額とします。ただし、取得日が信

託契約締結日である場合の受益権の

価額は、１口につき10,000円としま

す。 

 

 

 

（以下、略） 

（信託契約の一部解約） 

第50条～⑩ （略） 

⑪ 委託者は、信託契約の一部を解約

することにより、2023年１月10日以

降に受益権の口数が100万口を下回

ることとなった場合には、受託者と

合意のうえ、この信託契約を解約し、

信託を終了させることができます。

この場合において、委託者は、あらか

じめ、解約しようとする旨を監督官

庁に届け出ます。 

（以下、略） 

（信託契約の一部解約） 

第50条～⑩ （略） 

⑪ 委託者は、信託契約の一部を解約

することにより、2023年１月10日以

降に受益権の口数が10万口を下回る

こととなった場合には、受託者と合

意のうえ、この信託契約を解約し、信

託を終了させることができます。こ

の場合において、委託者は、あらかじ

め、解約しようとする旨を監督官庁

に届け出ます。 

（以下、略） 

※第 8 条および第 11 条は 2026 年 3 月 7 日、第 13 条および第 50 条は同年 6 月 9 日を変

更の適用日とする。 
 
 
 
以 上 


